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業務の適正を確保するための体制及び運用状況
（１）業務の適正を確保する体制

当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保
するための体制を整備するための方針として、「内部統制システム構築の基本方針」を定めております。同基
本方針の内容は以下のとおりであります。

①取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報・文書の取扱いは、当社社内規程及びそれに関する各管理マニュアルに従

い適切に保存及び管理（廃棄を含む。）するものとし、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直し等
を行う。

②損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ａ．代表取締役社長に直属する部署として、内部監査室のほか、代表取締役社長を委員長とするリスク管理
委員会を設置し、リスク管理規程の整備、運用状況の確認を行うとともに、全従業者（取締役、監査役、
使用人のほか、派遣社員等も含む。以下同じ。）に対する研修等を企画実行する。

ｂ．内部監査室は、定期的に業務監査実施項目及び実施方法を検証し、監査実施項目に遺漏なきよう確認
し、必要があれば監査方法の改定を行う。

ｃ．内部監査室の監査により法令及び定款違反その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見
された場合は、発見された危険の内容及びそれがもたらす損失の程度等について、直ちにリスク管理委員
会及び担当部署に通報される体制を構築する。

ｄ．内部監査室の活動を円滑にするために、リスク管理規程に関連する個別規程、ガイドライン、マニュア
ル等の整備を各部署に求め、また内部監査室の存在意義を全従業者に周知徹底し、損失の危険を発見した
場合には、直ちにリスク管理委員会及び内部監査室に報告するよう指導する。

③取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
ａ．取締役は、経営理念に則り策定される年度計画に対する経営実績の進捗状況について、業績報告を通じ
定期的に検査を行う。

ｂ．取締役の業務執行にあたっては、取締役会規程により定められている事項及びその付議基準に該当する
事項については全て取締役会に付議することを遵守する。日常の職務遂行に際しては、決裁権限及び稟議
規程、業務分掌規程等に基づき権限の委譲を行い、各レベルの責任者が所定の意思決定手順に則り業務を
遂行することとする。
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④取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ａ．全従業者に法令及び定款の遵守を徹底するため、全社コンプライアンス管掌役員を責任役員として、そ
の責任の下、コンプライアンス規程及びこれに付随するマニュアル等を作成するとともに、全従業者が法
令及び定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制としての公益通報制度を構築する。

ｂ．万一コンプライアンスに関連する事態が発生した場合には、その内容・対処案が全社コンプライアンス
管掌役員を通じてトップマネジメント、取締役会、監査役会に報告される体制を構築し、外部専門家と協
力しながら適正に対応する。また法令や定款等の違反行為に対しては、賞罰委員会細則に基づき厳正に対
応する。

ｃ．担当役員は、コンプライアンス規程に従い、担当部署にコンプライアンス責任者その他必要な人員配置
を行い、かつコンプライアンス・マニュアルの実施状況を管理・監督し、使用人に対して適切な研修体制
を構築し、それを通じて使用人に対し、公益通報ガイドライン及び公益通報相談窓口の周知徹底を図る。

⑤当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
ａ．子会社及び関連会社（以下、「子会社等」という。）については、関係会社管理細則に従い定期的にその
経営状態及び業務執行についての報告を全社コンプライアンス管掌役員が受けるものとする。

ｂ．内部監査室長は、当社の内部監査のほか、子会社等の内部監査部門又はこれに相当する部署との連携を
図り、損失又は不正が発生する可能性を把握した場合には、直ちに当該損失又は不正の内容・程度・影響
等について、取締役会及び担当部署に報告を行う。

⑥子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
ａ．当社は、原則として当社の取締役又は使用人に子会社の取締役を兼務させ、月１回、子会社の取締役会
及び経営会議において、経営状況や財務状況その他の重要な情報について、当社に定期的に報告させる。

ｂ．子会社の経営状況を的確に把握するため、必要に応じて関係資料等の提出を求め、重要事項については
事前協議を行う。

⑦子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ａ．当社は、グループ全体で起こりうるリスクを想定し、子会社等においてリスク管理規程を整備させた上
で、グループ全体のリスク管理体制を構築する。

ｂ．子会社等を含めたリスク管理を担当する機関として、原則として四半期に１回、リスク管理委員会を開
催する。各子会社の代表取締役社長が出席し、グループ全体のリスクマネジメント推進に関する課題・対
応策を審議することで、グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理する。
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⑧子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ａ．当社は、子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、当社グループ経営の適正かつ効率的な運営に
資するため、関係会社管理細則を策定する。

ｂ．子会社において、各社決裁規程、組織規程及び業務分掌規程等を定め、それぞれ重要性に応じた意思決
定を行う。

ｃ．当社の内部監査室により、各子会社に対しての内部監査を実施し、各子会社における職務の執行状況等
について検証、協議することで改善を図る。

⑨子会社の取締役等及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ａ．子会社において、法令及び定款の遵守を徹底するため、各子会社の代表取締役社長を責任役員として、
その責任の下、コンプライアンス規程及びマニュアル等を作成するとともに、法令及び定款等に違反する
行為を発見した場合の報告体制としての公益通報制度を構築する。

ｂ．子会社において、万一コンプライアンスに関連する事態が発生した場合には、その内容・対処案が各子
会社の取締役会、監査役会及び当社の全社コンプライアンス管掌役員に報告される体制を構築する。

⑩監査役の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項
ａ．監査役からの求めに応じ、その職務を補助すべき専任の使用人（以下「監査役付使用人」という。）を
適宜配置できるものとする。

ｂ．前項の具体的な内容については、当該監査役及び監査役会の意見を聴取し、関係各方面の意見も十分に
考慮して決定する。

⑪監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
ａ．監査役付使用人の任命・異動については、監査役会の同意を必要とする。
ｂ．監査役付使用人は、当社の業務執行にかかる役職を兼務せず、監査役の指揮命令下で職務を遂行し、そ
の評価については当該監査役の意見を聴取するものとする。

⑫監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
ａ．監査役付使用人は、監査役に同行して取締役会やその他重要会議に出席する機会を確保する。
ｂ．監査役及び監査役付使用人は、定期的に代表取締役社長や会計監査人と意見交換をする場を設ける。
ｃ．監査役からの求めに応じ配置した監査役付使用人に関し、監査役の指揮命令に従う旨を全従業者に周知
徹底する。
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⑬取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
ａ．当社及び当社の子会社等の取締役及び使用人は、監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応
じて必要な報告及び情報提供を行うこととする。

ｂ．次の各号に定める事項は、当社及び当社の子会社等の担当取締役又は担当部署より、定期的に監査役会
への報告を行うものとする。
イ．当社の内部統制システム構築に関わる部門の活動状況
ロ．当社の子会社等の監査役及び内部監査部門又はこれに相当する部署の活動状況
ハ．当社の重要な会計方針、会計基準及びその変更
ニ．業績及び業績見込の発表内容、重要開示書類の内容
ホ．内部通報制度の運用及び通報の内容
ヘ．重要な会議議事録その他の業務文書

⑭監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体
制
ａ．監査役への報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行
うことを禁止し、その旨を取締役及び使用人に周知徹底する。

ｂ．監査役は、取締役及び使用人から得た情報について、情報提供者が特定される事項については取締役会
等への報告義務を負わない。

ｃ．監査役は、報告を行った取締役及び使用人の異動、人事評価及び懲戒等に関して、取締役にその理由の
開示を求めることができる。

⑮監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費
用又は債務の処理に係る方針に関する事項
ａ．監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をした時は、当該請求に係る費用
又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明できる場合を除き、速やかに当該費用又は債
務を処理する。

ｂ．監査役の職務の執行について生ずる費用等について、毎年一定額の予算を設ける。

⑯その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ａ．全社コンプライアンス管掌役員の責任の下、当社の監査体制と内部統制システムとの調整を図り、これ
により当社の監査体制の実効性を高めるものとする。

ｂ．全社コンプライアンス管掌役員は、監査役の職務執行に当たり、その実効性を確保するため、当社及び
子会社等の取締役並びに使用人のほか、弁護士、監査法人等との連携を図るのに必要な支援を行うものと
する。
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（２）業務の適正を確保する体制の運用状況
当事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

①コンプライアンス体制について
ａ．全社コンプライアンス管掌役員を責任役員として、法令及び社内規程の遵守状況、内部通報の発生状況
等の重要事項について担当者から随時報告を受けるとともに、コンプライアンス違反行為が認められた場
合には、賞罰委員会を開催し厳正な対応を行うとともに、再発防止策を講じております。

ｂ．内部通報制度について、「内部通報制度運用細則」を定め、同制度の周知のため、社内教育や事務所及
び全店舗での内部通報制度の利用に関するポスター掲示を実施しており、内部監査室では監査時に掲示状
況及び運用状況を確認する等、啓蒙活動を行っております。

ｃ．当社は、毎週職場ごとにコンプライアンス啓蒙の機会を設ける等、使用人向けの法令遵守、企業理念及
び企業倫理の教育を実施しております。

ｄ．取締役の業務執行にあたっては、取締役会を年13回開催し、取締役会規程により定められている事項及
びその付議基準に該当する事項について審議、決議又は報告を行っております。また、日常の職務遂行に
際しては、組織規程、業務分掌規程等に基づき権限の委譲を行い、各レベルの責任者が所定の意思決定手
順に則り業務を遂行しております。

ｅ．取締役の職務の執行に係る情報・文書の取扱いは、当社社内規程及びそれに関する各管理規程、マニュ
アル等に従い適切に保存及び管理（廃棄を含む。）しております。

ｆ．内部監査室では、監査時に、各職種の使用人に対してヒアリングを実施し、コンプライアンス違反行為
に関する情報収集を行っております。

②リスク管理体制について
ａ．取締役社長を委員長とするリスク管理委員会を年３回開催し、取締役、本部長及び関係部門長等に対
し、法令及び社内規程の遵守状況の確認を行うとともに、各部門に配置されたリスク管理責任者は、識別
されたリスクに関する統制活動の内容をリスク管理委員会に説明・報告しております。

ｂ．内部監査室は、定期的に業務監査を実施しその内容を代表取締役社長、全社コンプライアンス管掌役員
及び常勤監査役に報告を行っております。

③監査役監査体制について
ａ．監査役は、取締役会及び経営会議に出席する他、取締役及び使用人から定期的に報告を受けることによ
り、取締役の職務執行状況の監査を行っております。また、常勤監査役は、リスク管理委員会に毎回出席
しております。

ｂ．監査役は、会計監査人から、法令に基づく事業年度の監査結果についての定期報告を受けております。
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連結貸借対照表（2025年12月31日現在）
（単位：百万円）

資 産 の 部
科 目 金 額

流動資産 12,569
現金及び預金 6,586
売掛金 736
営業貸付金 3,645
商品 199
貯蔵品 56
前払費用 744
その他 688
貸倒引当金 △86

固定資産 39,338
有形固定資産 28,277
建物及び構築物 11,485
機械装置及び運搬具 25
工具、器具及び備品 954
土地 12,833
リース資産 2,087
建設仮勘定 890
無形固定資産 705
のれん 250
その他 455
投資その他の資産 10,355
投資有価証券 15
長期前払費用 82
繰延税金資産 5,408
敷金及び保証金 4,848
その他 277
貸倒引当金 △277

資産合計 51,908

負 債 の 部
科 目 金 額

流動負債 15,155
買掛金 1,473
短期借入金 3,130
１年内返済予定の長期借入金 5,197
未払金 2,024
未払法人税等 150
賞与引当金 246
株式報酬引当金 3
契約負債 1,872
その他 1,056

固定負債 18,986
長期借入金 12,266
長期リース債務 2,894
資産除去債務 3,062
その他 762

負債合計 34,141
純 資 産 の 部

株主資本 17,631
資本金 100
資本剰余金 11,065
利益剰余金 6,499
自己株式 △33

新株予約権 １
非支配株主持分 133

純資産合計 17,766
負債及び純資産合計 51,908

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書（2025年４月１日から2025年12月31日まで）
（単位：百万円）

科 目 金 額

売上高 35,709
売上原価 11,540
売上総利益 24,169

販売費及び一般管理費 22,546
営業利益 1,622

営業外収益
受取利息 ５
その他 ９ 14

営業外費用
支払利息 410
その他 12 423
経常利益 1,214

特別利益
固定資産売却益 51 51

特別損失
減損損失 1,219 1,219
税金等調整前当期純利益 46
法人税、住民税及び事業税 276
法人税等調整額 △215 61
当期純損失 15
非支配株主に帰属する当期純利益 61
親会社株主に帰属する当期純損失 76

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書（2025年４月１日から2025年12月31日まで）
（単位：百万円）

残高及び変動事由 株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 100 11,074 7,013 △49 18,138
当期変動額
剰余金の配当 △437 △437
親会社株主に帰属する
当期純損失 △76 △76
自己株式の取得 △0 △0
自己株式の処分 △9 16 7
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 - △9 △514 16 △507
当期末残高 100 11,065 6,499 △33 17,631

残高及び変動事由
その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配
株主持分 純資産合計

その他有価証券評
価差額金

その他の包括利益
累計額合計

当期首残高 - - - 72 18,211
当期変動額
剰余金の配当 △437
親会社株主に帰属する
当期純損失 △76
自己株式の取得 △0
自己株式の処分 7
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 1 61 63

当期変動額合計 - - 1 61 △444
当期末残高 - - 1 133 17,766
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表
（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）
１．連結の範囲に関する事項

連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称
（１）連結子会社の数 ５社
（２）主要な連結子会社の名称

・株式会社TRUNK
・株式会社Dressmore
・株式会社GENTLE
・株式会社ライフエンジェル
・株式会社アニバーサリートラベル

２．持分法の適用に関する事項
該当事項はありません。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

４．会計方針に関する事項
（１）重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等
総平均法による原価法

② 棚卸資産
ａ．商品

主に個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
ｂ．貯蔵品

主に最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
③ デリバティブ

時価法
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（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。但し、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く並びに
2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物及び構築物 ３〜41年
機械装置及び運搬具 ２〜15年
工具、器具及び備品 ２〜５年

② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。但し、ソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（５年）

による定額法によっております。
顧客関連資産については、その効果の及ぶ期間（１年）に基づいております。

③ リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が2008年３月31日以前の

リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
④ 長期前払費用

均等償却によっております。
なお、主な償却期間は２〜20年であります。

（３）重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当連結会計年度負担額を計上してお

ります。
③ 株式報酬引当金

役員への将来の当社株式の交付に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度末までに発生してい
ると認められる額を計上しております。
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（４）収益及び費用の計上基準
国内ウェディング事業
当社及び一部の連結子会社では、主として国内の顧客に対してウェディング事業を行っており、顧

客との契約に基づき挙式の施行及びそれに付随する商品及びサービスの提供を行う義務を負っており
ます。その対価には変動対価に該当するものはなく、商品及びサービスに関する保証等の義務もあり
ません。
取引価格は、契約により定める商品及び役務の対価の額から値引き等の額を差し引いた金額に基づ

いており、各商品及び役務ごとに定められている独立の価格の比率を基に取引価額を配分しておりま
す。
履行義務の充足時点については、基本的に挙式日の時点としております。これは挙式の施行によ

り、商品の引き渡し及びサービスの提供が完了し、顧客から取引対価の支払を受ける権利を得ている
と判断しているためであります。但し、一部商品については納品が挙式日後となることから、納品の
時において充足するとしております。

（５）重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理をしております。金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしております
ので、特例処理によっております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…金利スワップ
ヘッジ対象…借入金の利息

③ ヘッジ方針
当社グループでは、デリバティブ取引に関するリスク管理体制に基づき、金利等の変動による損失を

回避する目的でデリバティブ取引を行っております。なお、投機目的による取引は行わない方針であり
ます。

④ ヘッジ有効性評価の方法
金利スワップ取引については特例処理の要件を満たしているため有効性の評価を省略しております。

（６）その他連結計算書類のための重要な事項
のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、７年の均等償却を行っております。

（会計方針の変更）
該当事項はありません。

（会計上の見積りの変更）
該当事項はありません。
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（重要な会計上の見積り）
１．固定資産の減損
（１）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

有形固定資産 28,277百万円
減損損失 1,219
（うち、有形固定資産から生じた減損損失） （1,219)

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは、原則として、店舗別に固定資産のグルーピングを行っております。
各資産グループにおいては、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスか、又は、継続してマイナス

となる見込みの場合、店舗について閉店の意思決定を行う等の使用範囲又は方法について回収可能価額を
著しく低下させる変化がある場合等に減損の兆候を把握しております。
資産グループに減損の兆候があると認められる場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッ

シュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定します。判定の結
果、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回り減損損失の認識が必要と判断された場合、
帳簿価額を回収可能価額（正味売却価額又は使用価値のいずれか高い価額）まで減額し、帳簿価額の減少
額は減損損失として認識されます。
割引前将来キャッシュ・フローの見積りは店舗別の予算を基礎として行っており、当該予算は結婚式の

施行件数（以下「施行件数」という。）の過去実績及び現状の受注件数、将来の市場環境の見込みを基に
算出された将来の施行件数、割引前将来キャッシュ・フローの見積期間において概ね一定となると仮定し
た顧客単価を基礎にして算出しております。
しかしながら、当該算出方法、仮定について想定と異なる事態が生じた場合、翌連結会計年度以降の当

社グループの業績を変動させる可能性があります。

２．繰延税金資産の回収可能性
（１）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

繰延税金資産 5,408百万円
なお、上記繰延税金資産は繰延税金負債と相殺後の金額を表示しております。

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは将来の収益力に基づく課税所得見込みを考慮して、回収可能と判断した金額を繰延税金

資産として計上しております。
将来の課税所得の見込みは、当社の事業計画を基礎としており、当該事業計画は結婚式の施行件数（以

下「施行件数」という。）の過去実績及び現状の受注件数、将来の市場環境の見込みを基に算出された将
来の施行件数、課税所得の見込み期間において概ね一定になると仮定した顧客単価を基礎にして算出して
おります。
しかしながら、当該算出方法、仮定について想定と異なる事態が発生し、当社グループが繰延税金資産

の一部又は全部の回収ができないと判断した場合、翌連結会計年度以降の当社グループの業績を変動させ
る可能性があります。
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（連結貸借対照表に関する注記）
１．担保に供している資産及び担保に係る債務
（１）担保に供している資産

現金及び預金 92百万円
建物及び構築物 1,692
土地 10,422
合計 12,207

（２）担保に係る債務
１年内返済予定の長期借入金 452百万円
長期借入金 1,097
合計 1,549

２．有形固定資産の減価償却累計額 32,011百万円
減価償却累計額には、減損損失累計額を含めております。

（連結損益計算書に関する注記）
（減損損失）
当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。

地域 用途 種類

株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ

関東地区

店舗設備 建物及び構築物・工具、器具及び備
品・リース資産・土地

東海地区
関西地区
中国地区
九州地区

当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、店舗を基本単位としてグルーピングし、
減損損失の認識を行っております。
営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなっている又は、継続してマイナスとなる見込みである店舗

等について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（1,219百万円）として特別損失に
計上いたしました。
減損損失の内訳は、建物及び構築物904百万円、工具、器具及び備品110百万円、土地89百万円、リース資

産115百万円であります。
なお、減損損失の測定における回収可能価額の算定にあたっては、一部店舗設備については零と評価し、そ

の他の店舗設備については使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを7.37％で割り引いて算定
しております。
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（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
１．発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首
株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

普通株式（株） 14,619,330 ー ー 14,619,330

２．自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首
株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

普通株式（株） 25,217 270 8,300 17,187
（変動事由の概要）
自己株式の増加株式数、減少株式数の内訳は、次のとおりであります。
単元未満株式の買取による増加 170株
譲渡制限付株式の無償取得による増加 100株
事後交付型株式報酬としての自己株式の処分による減少 8,300株

３．新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。

４．配当に関する事項
（１）配当金支払額等

決議 株式の種類
配当金の
総額

（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2025年５月29日
取締役会 普通株式 437 30 2025年３月31日 2025年６月11日

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の
総額

（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2026年２月26日
取締役会 普通株式 利益剰余金 452 31 2025年12月31日 2026年３月16日
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に関する取組方針

当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入）を調達しております。一時的
な余資は主に流動性の高い金融資産で運用し、また短期的な運転資金を銀行借入により調達しておりま
す。デリバティブ取引については、リスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針
であります。

（２）金融商品の内容及びそのリスク
売掛金及び営業貸付金は、事業活動から生じた営業債権であり、取引先の信用リスクに晒されておりま

す。
投資有価証券は、主として業務上の関係を有する会社の株式であり、市場価格の変動リスク及び信用リ

スクに晒されております。
敷金及び保証金は、主に事業所を賃借する際に支出したものであり、預入先の信用リスクに晒されてお

ります。
買掛金及び未払金は、事業活動から生じた営業債務であり、そのほとんどが１ヶ月以内に支払期日が到

来いたします。未払法人税等は、法人税、住民税及び事業税に係る債務であります。これら営業債務等の
流動負債は、その決済時において流動性リスクに晒されております。
借入金のうち短期借入金は、営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調

達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引（金利
スワップ取引）を利用して当該リスクをヘッジしております。
リース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、流動性リスクに晒されておりま

す。
デリバティブ取引は、長期借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワッ

プ取引であります。なおヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評
価方法等については、P11の連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等「４. 会
計方針に関する事項（５）重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。
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（３）金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、経理規程に従い、営業債権のうち売掛金については、各店舗における管理者が債権回収状況
を定期的にモニタリングし、債権ごとに期日及び残高を管理することにより、回収懸念の早期把握や軽
減を図っております。連結子会社についても、当社の経理規程に準じて、同様の管理を行っております
が、営業債権のうち営業貸付金については、連結子会社における与信管理規程に従い支払期日ごとの入
金管理、未収残高管理を行うとともに、取引先ごとの信用状況を定期的に把握する体制のもと、回収懸
念の早期把握や軽減を図っております。
デリバティブ取引の利用にあたっては、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社グループは、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用し

ております。
③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

当社グループは、毎月資金繰計画を見直す等の方法により、流動性リスクを回避しております。
（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価格の算定においては、変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件
等を採用することにより、当該価格が変動することがあります。
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２．金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

連結貸借対照表計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

（１）営業貸付金 3,645 3,707 61
（２）投資有価証券（＊２） 15 15 -
（３）長期貸付金 277 - -

貸倒引当金（＊３） △277 - -
- - -

（４）敷金及び保証金 4,848 4,508 △339
資産計 8,509 8,231 △277

（１）長期借入金（＊４） 17,463 17,101 △362
（２）長期リース債務（＊５） 3,181 2,887 △293

負債計 20,645 19,989 △656
（＊１）「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」「短期借入金」「未払金」「未払法人税等」については、現金

であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載
を省略しております。

（＊２）市場価格のない株式等は、「（２）投資有価証券」には含まれておりません。（P18（注）１．参照）
（＊３）長期貸付金に対応する個別貸倒引当金を控除しております。
（＊４）１年内返済予定の長期借入金を含めております。
（＊５）流動負債のその他に含まれているリース債務を含めております。
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（注）１．市場価格のない株式等の連結貸借対照表計上額

区分 連結貸借対照表計上額（百万円）
非上場株式 15

２．金銭債権の連結決算日後の償還予定額

区分 １年以内
（百万円）

１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

現金及び預金 6,586 ‐ ‐ ‐
売掛金 736 ‐ ‐ ‐
営業貸付金 1,119 2,251 274 0

合計 8,442 2,251 274 0

３．長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

区分 １年以内
（百万円）

１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

５年超
（百万円）

短期借入金 3,130 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
長期借入金 5,197 4,204 4,932 1,567 639 922
長期リース債務 287 308 330 352 339 1,562

合計 8,614 4,513 5,262 1,920 979 2,484
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル

に分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当

該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価

の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それら
のインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も
低いレベルに時価を分類しております。

（１）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。

（２）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
営業貸付金 ‐ 3,707 ‐ 3,707
長期貸付金 ‐ ‐ ‐ ‐
敷金及び保証金 ‐ 4,508 ‐ 4,508

資産計 ‐ 8,215 ‐ 8,215
長期借入金 ‐ 17,101 ‐ 17,101
長期リース債務 ‐ 2,887 ‐ 2,887

負債計 ‐ 19,989 ‐ 19,989
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（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
営業貸付金
営業貸付金の時価は、元利金の合計額を、同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引いた

現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

長期貸付金、敷金及び保証金
長期貸付金、敷金及び保証金の時価は、一定の期間ごとに分類し、そのキャッシュ・フローを国債の利

回り等適切な指標に準じた利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類してお
ります。また、貸倒懸念債権については、同様の割引率による見積キャッシュ・フローの割引現在価値、
又は、担保及び保証による回収見積額等により時価を算定しており、時価に対して観察できないインプッ
トによる影響額が重要でないためレベル２の時価に分類しております。

長期借入金(１年内返済予定の長期借入金を含む)
長期借入金の時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた

現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。なお、金利スワップの特例処理によ
るものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体化して処理されているため、その時価は当該長期借
入金の時価に含めて記載しております。

長期リース債務(流動負債に含まれるリース債務を含む)
長期リース債務の時価は、元利金の合計額を、同様の新規リース取引を行った場合に想定される利率で

割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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（収益認識に関する注記）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、次のとおりであります。

報告セグメント
その他

(百万円)(注)
合計
(百万円)国内ウェディング事業

(百万円)
売上高
顧客との契約から生じる収益 34,508 822 35,331
その他の収益 14 364 378
a.外部顧客に対する売上高 34,522 1,186 35,709
b.セグメント間の内部売上高又は振替高 1 447 448

計 34,524 1,634 36,158
（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、金融・クレジット事業、旅

行事業等を含んでおります。

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
国内ウェディング事業
当社及び一部の連結子会社では、主として国内の顧客に対してウェディング事業を行っており、顧客との

契約に基づき挙式の施行及びそれに付随する商品及びサービスの提供を行う義務を負っております。その対
価には変動対価に該当するものはなく、商品及びサービスに関する保証等の義務もありません。
取引価格は、契約により定める商品及び役務の対価の額から値引き等の額を差し引いた金額に基づいてお

り、各商品及び役務ごとに定められている独立の価格の比率を基に取引価額を配分しております。
通常、挙式に関する対価は挙式日前に前受金として受領しておりますが、挙式日以降に受注したものにつ

いては、挙式日後の受領となります。挙式日後の受領に関しても、受注後概ね１か月以内に受領しており、
当該顧客との契約に基づく債権について、重要な金融要素は含まれておりません。
履行義務の充足時点については、基本的に挙式日の時点としております。これは挙式の施行により、商品

の引き渡し及びサービスの提供が完了し、顧客から取引対価の支払を受ける権利を得ていると判断している
ためであります。但し、映像商品やアルバムなど一部商品については納品が挙式日後となることから、納品
の時において充足するとしております。
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３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計
年度において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関
する情報
（１）契約負債の残高等

当連結会計年度（百万円）

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 562
顧客との契約から生じた債権（期末残高） 736
契約負債（期首残高） 1,845
契約負債（期末残高） 1,872
契約負債は、主に国内ウェディング事業において引き渡し時に収益を認識する商品の販売契約について、

支払条件に基づき顧客から受け取った前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り
崩されます。また、当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債に含まれていた額は
58百万円であります。

（２）残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいて、当初の予想契約期間が１年を超える重要な取引を認識していないため、残存履行

義務に関する情報は開示しておりません。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれて
いない重要な金額はありません。

（資産除去債務に関する注記）
１．資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
（１）当該資産除去債務の概要

直営店舗施設等の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
（２）当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を当該契約の期間に応じて0〜41年と見積り、割引率は０〜1.87％を使用して資産除去債
務の金額を計算しております。

（３）当該資産除去債務の総額の増減
期首残高 3,194百万円
有形固定資産の取得に伴う増加額 51
時の経過による調整額 19
資産除去債務の履行による減少額 △113
その他 29
期末残高 3,181
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２．連結貸借対照表に計上しているもの以外の資産除去債務
当社グループは、賃貸借契約に基づき使用する本社事務所及び一部の店舗等について退去時における原状回

復に係る債務を有しておりますが、当該債務に関連する賃借期間が不明確で、現在移転等も予定していないた
め、資産除去債務を合理的に見積ることができません。そのため当該債務に見合う資産除去債務を計上してお
りません。

（１株当たり情報に関する注記）
１．１株当たり純資産額 1,207円45銭
２．１株当たり当期純損失 △5円26銭

（企業結合に関する注記）
当社は、2025年10月30日開催の取締役会において、株式会社エルフラットのウェディング事業の一部を譲

り受けることを決議し、2025年10月31日付で事業譲渡契約を締結しております。
（１）事業譲受の概要

① 譲受先企業の名称
株式会社エルフラット

② 譲受事業の内容
国内ウェディング事業の一部（インフィニート名古屋及びトリフォーリアNAGOYA）

③ 事業譲受の目的
当社はウェディングを主力事業とし、全国で約60の直営ゲストハウスを運営するほか、ホテルを中

心とした他施設の婚礼事業のコンサルティングや運営受託、インバウンド向けウェディング、カジュ
アルウェディングなども展開しています。さらなる企業成長に向け、主力のウェディング事業におい
ては、シェア拡大による安定的な成長を目指しております。
株式会社エルフラットが運営する２店舗は名古屋市内に位置する結婚式場で、当社も同じく名古屋
市内で直営会場を運営しています。当社は豊富な施行経験で培ったウェディングのノウハウや名古

屋のエリア特性等の情報を有し、対象２店舗と既存会場とのシナジー効果によるウェディング事業の
シェア増加への寄与が見込めると考えたことから、この度の事業譲受に至りました。

④ 事業譲受日
2025年11月30日

⑤ 法的形式
現金を対価とする事業譲受
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（２）取得した事業の取得原価および対価の種類ごとの内訳
取得の対価 現金 800百万円
取得原価 800百万円

（３）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法および償却期間
① 発生したのれんの金額

250百万円
② 発生原因

事業譲受した２店舗と既存会場とのシナジー効果が期待される超過収益力であります。
③ 償却方法および償却期間

７年間にわたる均等償却
（４）事業譲受日に受け入れた資産および引き受けた負債の額ならびにその主な内訳

固定資産 582百万円
資産合計 582百万円
固定負債 33百万円
負債合計 33百万円

（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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貸借対照表（2025年12月31日現在）
（単位：百万円）

資 産 の 部
科 目 金 額

流動資産 8,259
現金及び預金 4,179
売掛金 2,502
商品 133
貯蔵品 41
前払費用 1,077
リース投資資産 193
その他 182
貸倒引当金 △50

固定資産 38,028
有形固定資産 23,841
建物 8,824
構築物 489
機械装置及び運搬具 9
工具、器具及び備品 744
土地 12,833
リース資産 400
建設仮勘定 539
無形固定資産 663
ソフトウェア 286
のれん 250
その他 125
投資その他の資産 13,524
投資有価証券 15
関係会社株式 278
出資金 0
長期貸付金 1,560
長期前払費用 82
繰延税金資産 5,227
敷金及び保証金 4,713
リース投資資産 2,181
その他 142
貸倒引当金 △677

資産合計 46,288

負 債 の 部
科 目 金 額

流動負債 13,088
買掛金 1,335
短期借入金 2,030
１年内返済予定の長期借入金 5,067
リース債務 287
未払金 1,892
未払費用 2
未払法人税等 53
契約負債 1,587
預り金 458
前受収益 1
賞与引当金 177
株式報酬引当金 3
その他 192

固定負債 18,470
長期借入金 11,783
長期リース債務 2,888
資産除去債務 3,035
その他 762

負債合計 31,558
純 資 産 の 部

株主資本 14,729
資本金 100
資本剰余金 11,058
資本準備金 100
その他資本剰余金 10,958
利益剰余金 3,605
その他利益剰余金 3,605
繰越利益剰余金 3,605

自己株式 △33
純資産合計 14,729

負債及び純資産合計 46,288
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書（2025年４月１日から2025年12月31日まで）
（単位：百万円）

科 目 金 額

売上高 29,652
売上原価 10,296
売上総利益 19,355

販売費及び一般管理費 18,630
営業利益 725

営業外収益
受取利息 22
貸倒引当金戻入額 8
その他 22 53

営業外費用
支払利息 287
その他 12 300
経常利益 478

特別利益
固定資産売却益 51 51

特別損失
減損損失 1,219 1,219
税引前当期純損失 689
法人税、住民税及び事業税 53
法人税等調整額 △232
当期純損失 510

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書（2025年４月１日から2025年12月31日まで）
（単位：百万円）

残高及び
変動事由

株主資本 評価・換算
差額等

純資産
合計資本

金

資本剰余金 利益剰余金

自己
株式

株主資本
合計

その他
有価証
券評価
差額金

評価・
換算差
額等合
計

資本
準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

その他
利益
剰余金

利益
剰余金
合計繰越利益

剰余金
当期首残高 100 100 10,967 11,067 4,553 4,553 △49 15,671 - - 15,671
当期変動額
剰 余 金 の
配当 △437 △437 △437 △437
当期純損失 △510 △510 △510 △510
自己株式の取得 △0 △0 △0
自己株式の処分 △9 △9 16 7 7
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額）
当期変動額合
計 - - △9 △9 △948 △948 16 △941 - - △941
当期末残高 100 100 10,958 11,058 3,605 3,605 △33 14,729 - - 14,729
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
（重要な会計方針）
１．重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等
総平均法による原価法

② 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法

③ 棚卸資産
ａ．商品

主に個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
ｂ．貯蔵品

主に最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
④ デリバティブ

時価法

２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。但し、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに
2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ３〜41年
構築物 ５〜20年
機械装置及び運搬具 ２〜15年
工具、器具及び備品 ２〜5年

（２）無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。但し、ソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（５年）

による定額法によっております。
顧客関連資産については、その効果の及ぶ期間（１年）に基づいております。

（３）リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が2008年３月31日以前の

リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

2026年02月27日 17時03分 $FOLDER; 29ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



計算書類

29

（４）長期前払費用
均等償却によっております。
なお、主な償却期間は２〜20年であります。

３．引当金の計上基準
（１）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特
定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

（２）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上しており

ます。
（３）株式報酬引当金

役員への将来の当社株式の交付に備えるため、支給見込額のうち当事業年度末までに発生している
と認められる額を計上しております。

４．収益及び費用の計上基準
国内ウェディング事業
当社は、主として国内の顧客に対してウェディング事業を行っており、顧客との契約に基づき挙式の施行

及びそれに付随する商品及びサービスの提供を行う義務を負っております。その対価には変動対価に該当す
るものはなく、商品及びサービスに関する保証等の義務もありません。
取引価格は、契約により定める商品及び役務の対価の額から値引き等の額を差し引いた金額に基づいてお

り、各商品及び役務ごとに定められている独立の価格の比率を基に取引価額を配分しております。
履行義務の充足時点については、基本的に挙式日の時点としております。これは挙式の施行により、商品

の引き渡し及びサービスの提供が完了し、顧客から取引対価の支払を受ける権利を得ていると判断できるた
めであります。但し、一部商品については納品が挙式日後となることから、納品の時において充足するとし
ております。
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５．ヘッジ会計の方法
（１）ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理によっております。
（２）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ
ヘッジ対象…借入金の利息

（３）ヘッジ方針
当社は、借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の

識別は個別契約ごとに行っております。
（４）ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップについては、特例処理の要件を満たしているため記載を省略しております。

６．その他計算書類のための重要な事項
のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、７年の均等償却を行っております。

（会計方針の変更）
該当事項はありません。

（会計上の見積りの変更）
該当事項はありません。
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（重要な会計上の見積り）
１．固定資産の減損

（１）当事業年度の計算書類に計上した金額
有形固定資産 23,841百万円
減損損失 1,219
（うち、有形固定資産から生じた減損損失） （1,219)

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
（１）の金額の算出方法は、P12の（重要な会計上の見積り）「１．固定資産の減損」に記載している
内容と同一であります。

２．繰延税金資産の回収可能性
（１）当事業年度の計算書類に計上した金額

繰延税金資産 5,227百万円
なお、上記繰延税金資産は繰延税金負債と相殺後の金額を表示しております。

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
（１）の金額の算出方法は、P12の（重要な会計上の見積り）「２．繰延税金資産の回収可能性」に記
載している内容と同一であります。
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（貸借対照表に関する注記）
１．担保に供している資産及び担保に係る債務

（１）担保に供している資産
現金及び預金 92百万円
建物 1,692
土地 10,422
合計 12,207

（２）担保に係る債務
１年内返済予定の長期借入金 452百万円
長期借入金 1,097
合計 1,549

２．保証債務
（１）以下の関係会社の金融機関からの借入等に対し債務保証を行っております。

株式会社ライフエンジェル（借入債務） 1,100百万円
（２）株式会社TRUNKを被保証人として、不動産賃貸借契約１件の家賃に対する債務保証（現行の家賃月

額１百万円、契約残存期間10年）を行っております。
（３）株式会社TRUNKを被保証人として、不動産賃貸借予約契約１件の家賃に対する債務保証を行ってお

ります。契約期間は30年となっております。予約の家賃月額は以下となります。
契約期間１年未満から10年 100百万円
契約期間10年以上から15年 94百万円
契約期間15年以上から 63百万円

３．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
短期金銭債権 2,080百万円
長期金銭債権 1,560百万円
短期金銭債務 192百万円

４．有形固定資産の減価償却累計額 27,865百万円
減価償却累計額には、減損損失累計額を含めております。

（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高

営業取引による取引高 1,313百万円
営業取引以外の取引高 32百万円
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（株主資本等変動計算書に関する注記）
自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数

普通株式（株） 25,217 270 8,300 17,187
（変動事由の概要）

自己株式の増加株式数、減少株式数の内訳は、次のとおりであります。
単元未満株式の買取による増加 170株
譲渡制限付株式の無償取得による増加 100株
事後交付型株式報酬としての自己株式の処分による減少 8,300株

（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（繰延税金資産）
借地権償却 133百万円
減価償却超過額 2,833
減損損失 432
貸倒引当金 287
関係会社株式評価損 127
賞与引当金 70
資産除去債務 1,102
資産調整勘定 168
繰越欠損金 2,072
その他 166
繰延税金資産小計 7,395
将来一時差異等の合計に係る評価性引当額 1,644
評価性引当額小計 1,644
繰延税金資産合計 5,750

（繰延税金負債）
資産除去債務に対応する除去費用 △490
無形固定資産 △32
繰延税金負債合計 △523
繰延税金資産純額 5,227
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（リースにより使用する固定資産に関する注記）
１．所有権移転外ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が2008年３月31日以前のリース取引
については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりでありま
す。

（１）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額
取得価額相当額
（百万円）

減価償却累計額相当額
（百万円）

期末残高相当額
（百万円）

建物及び構築物 613 577 35
合計 613 577 35

（２）未経過リース料期末残高相当額
１年内 34百万円
１年超 8百万円
合 計 43百万円

（３）支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当額
支払リース料 27百万円
減価償却費相当額 23百万円
支払利息相当額 1百万円

（４）減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法
減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

利息相当額の算定方法
リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法につい
ては、利息法によっております。

２．オペレーティング・リース取引
未経過リース料
１年内 4,163百万円
１年超 11,701百万円
合 計 15,864百万円
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３．転リース取引
転リース取引に該当し、かつ、利息相当額控除前の金額で貸借対照表に計上している額

（１）リース投資資産
流動資産 193百万円
投資その他の資産 2,181百万円

（２）リース債務
流動負債 193百万円
固定負債 2,181百万円

（関連当事者との取引に関する注記）
子会社

種類 会社等の名称
議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

子会社
株式会社
ライフエンジェル

所有
直接100.0％

役員の兼任
債務保証

債務保証（注１）
保証料の受入れ（注１）

1,100 ー −

債権回収代行 30,839 売掛金 2,002

子会社
株式会社
TRUNK

所有
直接51.3％

資金の援助
役員の兼任
債務保証

貸付金回収
利息の受取（注２）

300
13

長期貸付金 1,000

転リース（注３） 247 リース投資資産 2,375

債務保証（注４） 9 ー ー

子会社
株式会社
GENTLE

所有
直接100.0％

資金の援助
役員の兼任

利息の受取（注５） 5 長期貸付金（注５） 560

（注）１．株式会社ライフエンジェルの銀行借入につき債務保証を行ったものであり、年率0.03％の保証料を受領しておりま
す。

２．資金の貸付・借入の金利については、市場金利を勘案して決定しております。
３．親会社がリース契約している物件を、株式会社TRUNKへ転貸しております。
４．株式会社TRUNKの事業対象物件の一部の家賃保証をしております。また2027年に開業予定の事業対象物件の家賃

保証を予定しております。
５．株式会社GENTLEへの長期貸付金に対し、貸倒引当金535百万円、貸倒引当金戻入額８百万円を計上しております。
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（収益認識に関する注記）
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、P21の「連結注記表（収益認識に関する

注記）」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。

（１株当たり情報に関する注記）
１．１株当たり純資産額 1,008円75銭
２．１株当たり当期純損失 △34円99銭

（重要な後発事象）
該当事項はありません。

（企業結合に関する注記）
P23の「連結注記表（企業結合に関する注記）」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しておりま

す。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告
独立監査人の監査報告書

2026年２月26日株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ
取 締 役 会 御中

太陽有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 土 居 一 彦
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 若 林 将 吾

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社テイクアンドギヴ・ニーズの2025年４月１日

から2025年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結
株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及
び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に

おける当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我
が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従
って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す

ることにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取
締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその

他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の

記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
る。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を

報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し

適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項
を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚

偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結
計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門

家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス
ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるか
どうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算
書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合
は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日ま
でに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可
能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基
礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠
を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督
及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講
じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容に
ついて報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。
以 上
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会計監査人の監査報告
独立監査人の監査報告書

2026年２月26日
株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ
取 締 役 会 御中

太陽有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 土 居 一 彦
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 若 林 将 吾

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社テイクアンドギヴ・ニーズの2025年４

月１日から2025年12月31日までの第28期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本
等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に

おける当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が
国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従っ
て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表
明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す

ることにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取
締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他

の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記

載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま
た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を

報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適

正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。
計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を
表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類
等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門

家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等
の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計
算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している
かどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎とな
る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講
じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容に
ついて報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査役会は、2025年４月１日から2025年12月31日までの第28期事業年度における取締役の職務の執行に
関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見として、本監査報告書
を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（１）監査役会は、当期の監査方針、監査計画等を定め、毎月定期的に監査役会を開催し、各監査役から監査の

実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について
報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（２）各監査役は、監査役会が定めた当期の監査方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査室その他の使用人
等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いた
しました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及びその他の使用人等からその職務の執行状況について報
告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な契約書及び稟議書等を閲覧し、本社及び主要な事業所にお

いて業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と
意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。さらに、内部監査室
から子会社に対し実施した監査結果の報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制そ
の他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施
行規則第100 条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づ
き整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況
について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。また、内部監査室と
定期的に会議を実施し、内部監査の実施状況、内部統制に関する評価の報告を受け、必要に応じて説明を
求めました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、
会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監
査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げ
る事項）を監査業務の品質管理に関する諸法令・基準等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応
じて説明を求めました。
なお、監査上の主要な検討事項については、会計監査人と協議を行うとともに、その監査の実施状況

について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算
書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
（1） 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま
す。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められませ
ん。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システム
に関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（2） 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3） 連結計算書類の監査結果
会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年２月27日
株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ監査役会

常勤監査役 北 野 秀 一
監査役 平 田 毅 彦
監査役（社外監査役） 福 田 光 博
監査役（社外監査役） 髙 井 章 光

以 上
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